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アウトプット指標と
アウトカム指標
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◆ 第１４次労働災害防止推進計画（令和５年度～令和９年度）

◆アウトプット指標

機械による「はさまれ・巻
き込まれ」防止対策に取り
組む事業場の割合を2027年
までに60％以上にする。

◆アウトカム指標

機械による「はさまれ・巻
き込まれ」の死傷者数を
2022年と比較して2027年ま
でに５％以上減少させる。

【取組事項】
①はさまれ・巻き込まれなどによる
危険性のある機械等に対する「機械
の包括的な安全基準に関する指針」
に基づくリスクアセスメントの適切
な実施
②はさまれ・巻き込まれなどによる
労働災害を防止するための安全な作
業手順の見える化と作業手順の遵守
に向けた定期的な安全衛生教育の実
施
③機械安全の推進により機械等の安
全水準の向上による合理的な代替措
置による安全対策の推進



製造業における
はさまれ・巻き込まれ災害事例
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製造業の皆様に
お願いしたいこと
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機械による「はさまれ・巻き込まれ」災害を防止するために

機械による「はさまれ・巻き込まれ」の危険箇
所等の洗い出しを行っていますか？

非定常作業も含めて全て洗い出し

洗い出しが
不十分・未実施

洗い出した危険箇所等にリスクアセスメントを
行っていますか？

リスクアセスメント
未実施・不十分

リスクアセスメントを全て実施

検討・実施したリスク低減対策は、法的観点か
らも適切ですか？また、工学的対策等より優先
すべき対策から検討されていますか？

法的観点からも適切
優先的に実施すべき対策から検討・実施

作業手順書の遵守等、残存リスク対策の実施が
徹底されていますか？

対策に法的問題・
優先すべき対策未検討

作業手順書等未整備
・未確認等

機械による「はさまれ・巻き込まれ」の危
険箇所等について、非定常作業も含めた洗
い出しを行ってください。

リスクアセスメントを実施し、危険箇所等
に関する危険性・有害性の評価を行ってく
ださい。

検討・実施したリスク低減対策は法的観点
から適切なものとしてください。その上で
工学的対策等より優先すべき対策から検討
してください。

作業手順書の作成、周知、遵守状況の確認
等、適切な残存リスク対策を実施してくだ
さい。

実施事項



機械設備による労働災害の防止
（主に「はさまれ・巻き込まれ」災害）
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機械による「はさまれ・巻き込まれ」災害防止の観点から、
「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく機械の安全化を図りましょう。

機械による災害
機械のエネルギーが
大きいことから、
「はさまれ・巻き込
まれ」等により死亡
災害等重篤災害

製造者

事業者

労働者

設計・製造段階で保護方策を織り込ん
だ機械を事業者に提供

リスクアセスメントを実施し、
機械を安全に労働者に使用させる

事業場

安全に機械を使用することで
労働災害を防止



機械設備による労働災害の防止
（主に「はさまれ・巻き込まれ」災害）
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製造者（メーカー）からの機械危険情報を基に、事業者として必要な安全措置を
講じましょう

製造者 事業者

機械の
譲渡・貸与

使用上の情報
（機械危険情報）の提
供

使用上の情報（機械危険情報）の確認

機械の設置環境・使用方法を踏まえて
リスクアセスメントを実施

保護方策の実施（主に設備的対策）

残留リスクへの対応（主に管理的対
策）

リスク？

作業手順書

労働者

危険箇所・危険作業を
しっかりと洗い出す



機械設備による労働災害の防止
（主に「はさまれ・巻き込まれ」災害）
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リスクアセスメント実施後のリスク低減対策は優先順位をつけて検討しましょう

事業者

優
先
順
位

高

低

本質的安全設計方策

安全防護

付加保護方策

使用上の情報

検討する順番

危険源の除去・危険源の近接不要化

ガード・保護装置による保護方策

非常事態からの回避等のための保護方策

警報装置
標識・警告表示、作業手順書、教育、保護具

工
学
的
対
策

管
理
的
対
策

ガード 固定式ガード（囲い、覆い等）
可動式ガード（扉、蓋等）

保護装置 インターロック装置
イネーブル装置
ホールド・ツゥ・ラン制御装置
両手操作制御装置

非常停止機能（非常停止装置）
拘束された人の脱出および救助手段
エネルギーの遮断および除去の手段
機械および重量物の運搬・取扱手段
機械類への安全な近接手段

（階段・デッキ・手すり等）

主に「残留リスク」への方策

固定式ガード（囲い）

両手操作制御装置



機械設備による労働災害の防止
（主に「はさまれ・巻き込まれ」災害）
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リスク低減対策の検討・実施に当たっては、関係法令で定められた水準を下回ら
ないように注意しましょう。

動力伝達機構
の近接で作業時
の危険

ワークロール
の近接で作業時
の危険

【対象】ロール機を
使用した作業

【労働安全衛生規則第101条第1項】
事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、
プーリー、ベルト等の労働者に危険を及
ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、
スリーブ、踏切橋等を設けなければなら
ない。

付加保護方策
（何れも「非常停止ボタンの設置」で対応することを検討した場合）

物理的に接触を予防する
カバーの設置が法律上必要

選択したリスク低減対策

【労働安全衛生規則第144条】
事業者は、紙、布、金属箔等を通すロール機
の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分に
は、囲い、ガイドロール等を設けなければな
らない。
【解釈例規（S47.9.18基発第601号の1）】※抜粋
「ガイドロール等」の「等」には、じゃま板及び当該
作業者が自ら操作できる急停止装置が含まれること。

作業者自らが操作できる
非常停止ボタンでも可能

リスク低減対策
の再検討が必要



機械設備による労働災害の防止
（主に「はさまれ・巻き込まれ」災害）
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残存リスクへの対策を確実に実施しましょう

【例】残存リスクとして考えられるもの

カバーを開くと
インターロック機構により
機械の運転停止
（安全防護）

リスク低減対策を実施

機械内の異常時に
手を入れてしまう

機械内の修理等で
手を入れる機械の運

転が停止
されてお
らず、手
を巻き込
まれる

作業手順書

１．作業手順書の作成

２．作業手順書の周知・教育

３．作業手順書の遵守状況の確認

作業
内容

作業の
進め方

安全の急所

●●作業 □□を
●●する

停止ボタンを押し、機械の運転が止
まってから作業を行う。
停止中は、「●●中により起動禁
止」の札を操作盤に掛ける。

残存リスク対策
を明記する

雇入時、配置転換時、作業内容変更時（法
定）に加え、知識定着のために定期的な教
育も実施

職長等による作業指揮に加え、管理者等
による作業場巡視による確認（巡視は無
予告で行ったり、交替勤務の場合は夜間
等管理が比較的行き届きにくい時間帯の
実施も検討）


